
 館山市行政財産への自動販売機設置事業者の募集について 

 

館山市では、市有財産の有効活用及び市有施設来訪者へのサービスの向上のため、市庁

舎等への自動販売機の設置事業者を募集し一般競争入札により決定します。 

 入札参加を希望される方は、この「館山市役所本館玄関脇他自動販売機設置を目的とし

た行政財産の貸付契約に係る業者募集要項」をよく読み、内容を十分にご理解のうえ、入

札参加の申し込み等の手続きを行ってください。 

 設置事業者が自動販売機を設置するにあたっては、行政財産貸付料等を館山市に納めて

いただくことになります。 

 設置業者の選考は、入札の際に最も高い納付金料率（注１）を提示した者とします。な

お、入札参加、行政財産貸付申請等に要する一切の費用は、応募者、申請者等の負担とし

ます。 

 （注１）：納付金料率の詳細については、「６行政財産貸付料等」を参照してください。 

 

        手続きの流れ（募集要項公表～自動販売機の設置）         

 

１ 自動販売機設置事業者募集要項の公表                    

 募集要項の公表：令和５年１１月１日（水）公告 

 

２ 募集内容に関する質問・回答                        

質問受付期間：令和５年１１月１０日（金）～令和５年１１月１６日（木） 

回答予定日 ：令和５年１１月１７日（金） 

 

３ 現地確認                                 

現地確認実施日：令和５年１１月１０日（金）～ ～令和５年１１月１６日（木） 

 

４ 入札参加申込書の提出                           

 入札参加申込みの受付期間：令和５年１１月１０日(金)～令和５年１１月１６日(木) 

 

５ 入札書の提出                               

 入札書の受付期間：令和５年１１月２０日（月）～令和５年年１１月２７日（月） 

 

６ 開札・落札者の決定                            

 開札日時：令和５年１１月３０日（木） 

 

 



７ 行政財産貸付申請書の提出                         

 申請書の提出期限：令和５年１２月８日（金） 

 

８ 行政財産貸付の契約締結（設置事業者の決定）                  

契約締結予定：令和５年１２月２２日（金）まで 

 

９ 自動販売機の設置                             

設置可能時期：令和６年４月１日以降 

 

※それぞれに係る時間、場所等の詳細は要項で確認のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


